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令和６年度介護報酬改定
通所リハビリ等の主な改定ポイント
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前回の研修の補足及び変更点
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修正前
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修正後



①抗悪性腫瘍剤（悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。）
の費用

②ＨＩＦ― ＰＨ阻害剤（人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場合に限る。）の費用

③疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
④抗ウイルス剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性

免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）の費用

他科受診時の処方箋料の取扱い 医療機関目線！
（その他医療機関）

（老健目線）：令和６年度診療報酬から上記の薬なら処方箋を出すことが可能で、医療
保険として扱うので費用は利用者負担となる。

※併設医療機関の医師が処方した場合も、処方箋料が医療保険となった。

診療報酬改定：告示第５９号 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（参照）

調剤報酬（調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料３、外来服薬支
援料２、薬剤料、特定保険医療材料料）

【医療機関】処方箋料（Ｆ４００）が医療保険として請求できる薬剤

【薬局】上記の薬が処方された場合、薬局側は下記の項目を医療保険で対応
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新型コロナ治療薬の他科受診時の費用について

【通則】
〇 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感染
症と診断された患者（新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。）をいう。

【医科診療報酬点数表に関する取扱い】
２．令和６年４月以降も当面の間継続する取扱いについて（抗ウイルス剤（新型コロナウイル
ス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）の特性を踏まえた対応）
③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、
抗ウイルス剤（新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）を、
療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料
の施設基準等（平成２０年厚生労働省告示第６３号）第１６第２号に規定する内服薬及び
第３号に規定する注射薬のうち、「抗ウイルス剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果
を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能又は効果を有するものに
限る。）」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の
算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要す
る費用の額を算定できる場合（平成２０年厚生労働省告示第１２８号）等に基づき取り扱
うことに留意されたい。
令和６年３月５日：令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取

扱い等について
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引き続き、他科受診して処方された、保険適用されている新型コロナウイルス感染症治療
薬については、全額施設負担ではなく、薬剤料は医療保険で算定できるということ。
また、６月に診療報酬改定により医療保険で算定できる薬について、処方箋料や調剤料に
おいても医療保険で対応となっていることから、新型コロナ治療薬も同様の対応となる。

要するに



受診

往診

医療機関の医師 利用者A

利用者B

処方料・処方箋料等、
調剤基本料、薬剤調剤料、服薬管理指導料等

１日２回（１回４カプセル）
５日間服用「約9万4312円」

老健施設 施設負担

施設医師
が処方

医療機関の
医師が処方

●その他の医療機関・薬局からの場合

●併設医療機関・薬局からの場合

初診料・再診料・往診料・処方料・処方箋料等、
調剤基本料、薬剤調剤料、服薬管理指導料等

薬の卸業者 薬

薬
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※医療機関で処方する場合、令和６年５月３１日まで

老健施設のコロナ感染者の往診・受診時の他科受診の考え方
【ラゲブリオ（経口薬）の場合】

※診療報酬について、受診先にご確認ください

※薬価 R6.3.13時点



受診

往診

医療機関の医師 利用者A

利用者B

受診時の医師の診察結果による
※ラゲブリオのみの処方なら施設負担なしの場合あり
※検査があれば検査料

１日２回（１回４カプセル）
５日間服用「約9万4312円」

老健施設 施設負担

施設医師
が処方

医療機関の
医師が処方

●その他の医療機関・薬局からの場合

●併設医療機関・薬局からの場合

初診料・再診料・往診料
※検査があれば検査料

薬の卸業者 薬

薬
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※医療機関で処方する場合、令和６年６月１日以降
新型コロナ治療薬の処方箋料と調剤報酬の取扱いが改定

老健施設のコロナ感染者の往診・受診時の他科受診の考え方
【ラゲブリオ（経口薬）の場合】

※診療報酬について、受診先にご確認ください

※薬価 R6.3.13時点



コロナ感染者の利用者の他科受診について

処方例（院外処方の場合）
新型コロナ治療薬として「ラゲブリオ」を処方された場合
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処方箋料

ラゲブリオ

施設負担

院外薬局

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

施設負担

受診医療機関

改
定
前

改
定
後

処方箋料

ラゲブリオ

医療保険

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

医療保険

受診医療機関
院外薬局

（令和6年6月以降）↓

【併設医療機関・その他医療機関】
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介護老人保健施設



協力医療機関との定期的な会議の実施

概要

○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実
効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者（以下「入所者等」という。）の現病歴等の情報共有を
行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。

○ また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行う
よう見直しを行う。【告示改正】

単位数

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 協力医療機関連携加算
協力医療機関が(１)右記の①～③の要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度～)（新設）

(２)それ以外の場合 ５単位/月（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

○ 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。（新設）
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【協力医療機関3要件】

協力医療機関との実効性のある連携体制の構築が必須

テレビ電話等で可（顔の見える関係）
支援相談員、看護職等で対応

（概ね月１回以上）

毎回入所者全員の病状等を共有しなくても可



第３０条
介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協

力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。た
だし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

（一）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保している
こと。

（二）当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
（三）入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医

療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保
していること。

チ 協力医療機関連携加算 （１）５０単位/月 （２）５単位/月 告示第21号

（新設）協力医療機関連携加算

注 介護老人保健施設において、協力医療機関（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並
びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号）第３０条第１項本文（同令第５０条に
おいて準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関をいう。）との間で、入所者の同意
を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次
に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

（１） 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準第３０条第１項第１号から第３号までに規定する要件を満たしている場合 ５０単位

（２） （１）以外の場合 ５単位
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(２７) 協力医療機関連携加算について
５(２７)を準用する。
(２７) 協力医療機関連携加算について

① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、
入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情
報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するもので
ある。

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新
規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所
者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③ 協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第２８条第１項第１号から第３号までに規定する
要件（以下、３要件という。）を満たしている場合には⑴の５０単位（令和７年３月３１日までの間は
100単位）、それ以外の場合は（２）の５単位を加算する。（１）について、複数の医療機関を協力
医療機関として定めることにより３要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必
要がある。（１）を算定する場合において、指定介護老人福祉施設基準第２８条第２項に規定する
届出として３要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに
届け出ること。

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要がある。ただし、電子的シ
ステムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が
確保されている場合には、定期的に年３回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協
力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を
いう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労
働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働
省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 13

（新設）協力医療機関連携加算

留意事項（老企第40号）



(２７) 協力医療機関連携加算について
５(２７)を準用する。

(２７) 協力医療機関連携加算について
⑥ 本加算における会議は、指定介護老人福祉施設基準第２８条第２項に規定する、入所者の病

状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。
⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
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（新設）協力医療機関連携加算

留意事項（老企第40号）

月 火 水 木 金 土 日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

会議
加算

４月からすぐに加算を算定したい場合、
月末に会議して要件クリアで算定可能

ポイント！
また電子的システムにより協力医療機関にお
いて、施設の入所者の情報が随時確認できる
体制が確保されている場合、定期的に年３回以
上開催することで差し支えないので、４月に会
議をしなくても間に合う

加算は１月単位で算定可能
会議を行った月ではなく、要件を満たせるなら、
毎月算定



①急変時、常時相談体制確保
②診療体制の常時確保
③急変時、原則入院体制確保

①急変時、常時相談体制確保

②診療体制の常時確保 ③急変時、原則入院体制確保

A病院

A病院

B病院 C病院

（新設）協力医療機関連携加算

複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより３要件を満たす場合には、それぞれ
の医療機関と会議を行う必要がある。

会議

会議会議

会議

I老健

K老健

３要件満たす病院と連携
している場合

要件をバラバラで満たしている場合
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すべての病院と会議
を行う必要がある



（新設）協力医療機関連携加算

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」

16

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）（令和６年３月２９日）」



「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（令和６年３月１９日）」

（新設）協力医療機関連携加算

ポイント！
協力医療機関連携加算については、加算算定にあたり届け出は不要となっている。
しかし、加算（Ⅰ）を算定するのであれば、３要件がそろっている医療機関との
連携のため、運営基準で定められてい協力医療機関の届け出の方を出してから算
定することを進める。
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（参考）協力医療機関連携加算の算定のポイント

１. 会議の開催方法は、テレビ電話・ＷＥＢ等でも可
（リアルタイムで、顔の見える関係での開催）

２. 加算の算定要件である会議の内容は、
・入所者の病状が急変した場合の対応の確認
・入所者の現病歴等の情報共有
（毎回入所者全員の病状等を共有しなくても可）

３. 会議の参加者は、職種は問わない。
（入所者の現病歴等を説明できる者）

４. 会議の開催状況については、その概要を記録

５. 会議の開催頻度は、概ね月１回以上
（月末までに開催すれば その月は算定可能）

電子的システムで協力医療機関と施設の入所者の情報が
随時確認できる場合は、定期的に年３回以上で可



介護保険施設における口腔衛生管理の強化

概要

○ 介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適切な口腔管理につ
なげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付け
る。【通知改正】

算定要件等

○ 当該施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者毎に施設入所時及び入所後
月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。

○ 技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

指示

日常的な口腔管理の提供

【介護保険施設】 入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成

入所者

介護職員
歯科医師 歯科衛生士

歯科衛生士

歯科医師
施設職員

口腔の健康
状態の評価

令和６年度介護報酬改定追加事項

技術的
助言・指導

（年２回以上）

＜運営基準等における対応＞
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※口腔衛生管理加算（個別）を算定している利用者については、上記要件を既に充たしていることとなる
が、加算を算定していない利用者については必須

（介護職員等でもできる評価）（入所時及び月に1回程度）



基準省令第１７条の３は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所
者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別途
通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照さ
れたい。
（１） 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師

等」という。）が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を
年２回以上行うこと。

（２） 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に１回程度の口腔の
健康状態の評価を実施すること。

（３） （略）
（４） 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係

る技術的助言及び指導又は（３）の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯
科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う
歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。
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１７ 口腔衛生の管理
解釈通知（老企第44号）

老健施設の運営基準（口腔衛生の管理）

青字：令和３年度改定
赤字：令和６年度改定



21

老健施設の運営基準（口腔衛生の管理）

第六 口腔衛生の管理体制に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式
例の提示について （一部抜粋）

Ⅱ 口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務について
１ 口腔衛生の管理体制に係る計画の立案歯科医師等は、介護保険施設及び特定施設にお

ける口腔清掃等の実態の把握、介護職員からの相談等を踏まえ、当該施設の実情に応じ、
口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を行うこと。なお、施設の実情を踏まえて、適切
に介護職への理解に資すると考えられる場合は、当該助言及び指導について、情報通信機
器を用いて実施しても差し支えない。

介護職員は、当該技術的助言及び指導に基づき、別紙様式６－１（介護保険施設)または別
紙様式６－２（特定施設)を参考に、以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成す
ること。

２ 入所者の口腔の健康状態の評価
介護保険施設においては、当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者の施設入所時及び
月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施することとしており、各入所者について、別紙
様式６－３を参考に以下の事項等を確認する。ただし、歯科医師等が訪問歯科診療、訪問歯
科衛生指導、または口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している場合は、当該口腔
の健康状態の評価に代えることができる。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について

事務局メモ
口腔衛生管理加算（別紙様式３）を算定する利用者においては、月２回の歯科衛生士による口腔管理が必
要なことから、入所時の口腔の健康状態の評価が必要と言われている別紙様式６－３においては、最低でも
入所時の評価をしたものは、用意しておいた方が良いと思われる。



老健施設の運営基準（口腔衛生の管理）
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別紙様式６－３別紙様式６－１施設用 利用者用（個人ごと）



老健施設の運営基準（口腔衛生の管理）

別紙様式６－３の赤枠拡大

従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康状態の評価
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経過措置のまとめ
2024.5.11時点

全老健作成
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項目 経過措置期間

運営基準

虐待の防止に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置）

業務継続計画の策定等に係る経過措置 令和７年３月３１日まで（１年の経過措置）

協力医療機関との連携の義務に係る経過措置 令和９年３月３１日まで（３年の経過措置）

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置

令和９年３月３１日まで（３年の経過措置）

施設基準・加算等

介護職員等処遇改善加算に係る経過措置 令和７年３月３１日まで（１年の経過措置）

施設基準に係る経過措置（指標の考え方） 令和６年９月３0日まで（半年経過措置）

施設における在宅復帰在宅支援機能加算の基準に関する経過措置
（指標の考え方）

令和６年９月３0日まで（半年経過措置）

医療機関連携加算に係る経過措置（１００単位⇒５０単位） 令和７年３月３１日まで（１年の経過措置）

診療未実施減算の経過措置（訪問リハ） 令和９年３月３１日まで（３年の経過措置）

口腔衛生の管理で追加された、「施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること」 については、経過措置なし
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介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進

概要

○ 入院による要介護者のADLの低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から介護老人保健施設への受入れを
促進するため、介護老人保健施設における初期加算について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや、急
性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通して、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行うとともに、
入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合について評価する区分を新たに設ける。
【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
初期加算 30単位/日 初期加算（Ⅰ） 60単位/日（新設）

初期加算（Ⅱ） 30単位/日

【介護老人保健施設】

算定要件等

＜初期加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入

院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初
期加算（Ⅱ）を算定している場合は、算定しない。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期

的に情報を共有していること。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するととも

に、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること。

＜初期加算（Ⅱ）＞
○ 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算（Ⅱ）として、１日につき所定単位数を加算する。

ただし、初期加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。

← 今までの要件

※過去3ヶ月に老健施設に入所したことがない方が対象



ハ 初期加算 （Ⅰ）６０単位/日 （Ⅱ）３０単位/日 告示第21号

初期加算

注１ （１）について、次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期
医療を担う医療機関の一般病棟への入院後３０日以内に退院し、介護老人保健施設に入所し
た者について、当該介護老人保健施設に入所した日から起算して３０日以内の期間について
は、初期加算(Ⅰ)として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定してい
る場合は、算定しない。
イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地

域の医療機関に定期的に情報を共有していること。
ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定

期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的
に情報共有を行っていること。

２ （２）について、入所した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、１
日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

（１） 初期加算（Ⅰ） ６０単位
（２） 初期加算（Ⅱ） ３０単位

（新設）
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（２１） 初期加算について
① 初期加算は、入所者については、介護老人保健施設へ入所した当初には、施設での生活に

慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、加算するものであ
る。

② 「入所日から３０日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定で
きないこと。

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 初期加算は、当該入所者が
過去３月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去１月間と
する。)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き
続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日
数を３０日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

④ 初期加算(Ⅰ)は、入院による要介護者のＡＤＬの低下等を防ぐため、急性期医療を担う医療機
関の一般病棟から介護老人保健施設への受入れを促進する観点や、医療的な状態が比較的不
安定である者を受け入れる手間を評価する観点から、当該医療機関の入院日から起算して３０
日以内に退院した者を受け入れた場合について評価するものである。

⑤ 初期加算(Ⅰ)の算定に当たっては、以下のいずれかを満たすこと。
イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等の電子的シ

ステムを通じ、地域の医療機関に情報を共有し、定期的に更新をしていること。
ロ 当該介護老人保健施設の空床情報をウェブサイトに公表した上で定期的に更新するとともに、

急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対して、定期的に情報共有を行っている
こと。

なお、上記イ及びロにおける定期的とは、概ね月に２回以上実施することを目安とする。
⑥ 上記⑤イについては、地域医療情報ネットワークに限らず、電子的システムにより当該介護老

人保健施設の空床情報を医療機関が随時確認できる場合であればよいこと。
27

初期加算
留意事項（老企第40号）



（２１） 初期加算について
⑦ 上記⑤のロにおける医療機関への定期的な情報共有については、対面に限らず、電話や電

子メール等による方法により共有することとしても差し支えない。
⑧ 急性期医療を担う医療機関の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、７対１入

院基本料若しくは１０対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）又は専門
病院入院基本料に限る。）、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医
療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患
者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟であること。

⑨ 急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、別の医療機関や病棟、居宅等を経由し
た上で介護老人保健施設に入所する場合においても、当該介護老人保健施設の入所日が急性
期医療を担う医療機関の一般病棟への入院日から起算して３０日以内であれば、算定できること。
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初期加算
留意事項（老企第40号）

ポイント
●施設のHPを活用する場合は、アップだけでは足りない。定期的に情報共有をすること。
●「複数医療機関」なので、１つの医療機関だけではダメ！



初期加算
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「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和６年４月30日）」



３月２４日が入院した日の起算日となり、別
の病院等に入院しても２３日目に入所してい
るので加算（Ⅰ）の対象者

月 火 水 木 金 土 日

3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日

急性期
入院

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

退院
入所

月 火 水 木 金 土 日

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

急性期
入院

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

急性期退院
別病院等

入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

退院
入所

●急性期から直接退院し、入所した場合の算定 ●急性期医療を担う医療機関の一般病棟から
別病院等を経由して入所した場合

初期加算（Ⅰ）を算定できる利用者について

３月１０日が入院した日の起算日となり３０日目
に退院して入所したので加算（Ⅰ）の対象者

初期加算（Ⅰ）の対象

初期加算（Ⅰ）を算定できる利用者の大前提

初期加算（Ⅰ）の対象

2024.4.12時点
全老健作成
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月 火 水 木 金 土 日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

退院
入所

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日

３０日目

●急性期から退院し、直接入所した場合の算定

月 火 水 木 金 土 日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

急性期退院
別病院等

入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

退院
老健入所

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日

３０日目 ２４日目 ２５日目 ２６日目 ２７日目 ２８日目

5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日

２９日目 ３０日目

●急性期を退院したが、何ならかの理由で短期間、
別な医療機関や居宅等を経由して、入所した場合

初期加算（Ⅰ）の算定の仕方 2024.4.12時点
全老健作成

４月８日が起算日となるため、初期加算
（Ⅰ）は、２３日間の算定可能

５月８日からは、老健入所日から起算して
３０日となる残りの７日間を初期加算
（Ⅱ）として算定可能

４月８日が起算日となるため、初期加算
（Ⅰ）の算定は、３０日間の算定
（月跨ぎでも可）
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【急性期医療を担う医療機関の一般病棟とは】
・急性期一般入院基本料、７対１入院基本料若しくは10対１入院

基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）又は専
門病院入院基本料に限る。）、救命救急入院料、特定集中治療
室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユ
ニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感
染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定す
る病棟であること。

※急性期病院の入院日から起算して３０日以内に老健施設へ入所した場合



月 火 水 木 金 土 日

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

急性期
入院

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

急性期退院
一般病棟入院

一般病棟
入院

一般病棟
入院

一般病棟
入院

一般病棟
入院

一般病棟
入院

一般病棟
入院

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

退院
入所

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日

３０日目 ２４日目 ２５日目 ２６日目 ２７日目 ２８日目

5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日

２９日目 ３０日目

月 火 水 木 金 土 日

3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日

急性期
入院

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

退院
入所

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日

３０日目

初期加算（Ⅰ）を算定する上の注意点 2024.4.12時点
全老健作成

注意する起算日が多数ある！

紫枠の起算日は、急性期に入院した日⇒初期加算（Ⅰ）の対象者を決める起算日
赤枠の起算日は、初期加算（Ⅰ）を算定するための起算日
青枠の起算日は、初期加算（Ⅱ）を算定するための起算日
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早期退院して在宅を経由しても、３月１０日が
入院した日の起算日となることから、入所日
が、３１日目となり、対象外となる

月 火 水 木 金 土 日

3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日

急性期
入院

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

急性期
退院

在宅 在宅 在宅 在宅 在宅

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

在宅 入所

月 火 水 木 金 土 日

3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日

急性期
入院

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

急性期退院
別病院等

入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

別病院等
入院

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

退院
入所

●急性期医療を担う医療機関の一般病棟から
在宅に帰ってから入所した場合

初期加算（Ⅱ）しか算定できない利用者 2024.4.12時点
全老健作成

３月１０日が入院した日の起算日となり３７日目
に退院して入所したので対象外

初期加算（Ⅰ）不可 初期加算（Ⅱ）可

●急性期医療を担う医療機関の一般病棟から
別病院等を経由して入所した場合

初期加算（Ⅰ）不可 初期加算（Ⅱ）可
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急性期病院を入院してから３０日すぎたら初期加算（Ⅱ）のみ算定可能



入院時等の医療機関への情報提供

概要

○ 介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設等が把握している生活状況等の情報提供を更に促進する観点から、
退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合について、
新たに評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療情報を情報提供することを評価する現行相当
の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。

○ また、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者（以下「入所者等」
という。）が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

単位数
【介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞ ＜改定後＞

退所時情報提供加算 500単位/回 退所時情報提供加算（Ⅰ） 500単位/回
退所時情報提供加算（Ⅱ） 250単位/回（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護】

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 退所時情報提供加算 250単位/回（介護老人福祉施設）（新設）

退居時情報提供加算 250単位/回（特定施設、認知症対応型共同生活介護）（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

【介護老人保健施設、介護医療院】＜退所時情報提供加算（Ⅰ）＞
○ 居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報

心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。

【介護老人保健施設、介護医療院】＜退所時情報提供加算（Ⅱ）＞
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護】＜退所時情報提供加算、退居時情報提供加算 ＞

○ 医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の
心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。

入所者等が医療機関へ退所した場合（新設）

入所者が居宅へ退所した場合（変更）

認知機能等も

認知機能等も
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ト （二）退所時情報提供加算 a（Ⅰ）５００単位/回 b（Ⅱ）２５０単位/回 告示第21号

退所時情報提供加算

注 ２ （１）の（二）のａについては、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合にお
いて、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者
の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場
合に、入所者１人につき１回に限り算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入
所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、生
活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

３ （１）の（二）のｂについては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医
療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提
供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。

（新設）
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(２５) 退所時等支援加算について
① （略）
② 退所時情報提供加算(Ⅰ) 

入所者が居宅又は他の社会福祉施設等へ退所する場合、退所後の主治の医師に対して入所
者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２及び別紙様式１３の文書に
必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診
療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、薬歴、退所後の治療計画等を
示す書類を添付すること。 ⇒ 算定要件は別紙様式１３が追加されてだけ

③ 退所時情報提供加算(Ⅱ) （新設）
イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するに

当たっては、別紙様式１３の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、
交付した文書の写しを診療録に添付すること。

ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院
する場合には、本加算は算定できない。

留意事項（老企第40号）



別紙様式１３

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定
施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 別紙様式１３
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退所時情報提供加算（Ⅰ・Ⅱ）の様式〔（Ⅰ）の場合はこの様式プラス別紙様式2も必要〕

認知機能
の状況



退所時情報提供加算（Ⅰ・Ⅱ）の様式〔（Ⅰ）の場合はこの様式プラス別紙様式2も必要〕

別紙様式２
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退所時情報提供加算

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月１９日）

令和6年度改定前の退所時情報提供加算には、「入所期間が１ヶ月を超える入所者が退所し、」の要件
があり、今回の改定でその要件はなくなった。（すなわちR６改定以前は同一月の算定は不可であった）。
１ヶ月要件があった理由として、R６以前の加算は「診療情報」を提供することを評価するものであり、1ヶ
月に満たない入所者の場合は、老健に入所する際に提供されている診療情報提供書と内容が変わらな
いと考えられ、老健施設からの情報提供としては評価しないものと考えられる。

今回の改定では、診療情報に加えて、生活歴等の情報を提供することが要件となったが、生活歴等の情
報については、入所期間が短い者であっても、施設において把握した情報を医療機関等に提供すること
には意義があると考えられ、1ヶ月要件をなくされている。
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月 火 水 木 金 土 日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

居宅退所

加算
（Ⅰ）

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

再入所

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

入院退所

加算
（Ⅱ）

●同月に入退所を繰り返した方の場合
（在宅と緊急入院）

退所時情報提供加算

（Ⅰ）と（Ⅱ）においては、情報を提供する場所が異な
るので、算定可能

2024.5.2時点
全老健作成

月 火 水 木 金 土 日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

A病院
入院

加算
（Ⅱ）

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

再入所

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

B病院
入院

加算
（Ⅱ）

●同月に別の病院に入院した方の場合
（入院と緊急入院）

同一月に再度同じ病院に入院していないので、算定
可能

算定可能なパターン
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月 火 水 木 金 土 日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

A病院
入院

加算
（Ⅱ）

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

再入所

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

A病院
入院

加算
（Ⅱ）

●翌月に同じ病院に別の症状で入院した方の場合
（入院と緊急入院）

退所時情報提供加算

別の症状で入院であっても、生活歴等の情報提供す
る内容が同一の場合には算定不可

2024.5.2時点
全老健作成

月 火 水 木 金 土 日

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日

居宅退所

加算
（Ⅰ）

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

再入所

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

居宅退所

加算
（Ⅰ）

●同月に入退所を繰り返した方の場合
（在宅と緊急退所）

同一月に複数回居宅に退所された場合については、
情報提供する先や内容は同じものであると考えられ、
Ｑ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月１９日）の問18と同様の考
え方で算定不可

算定できないパターン

算定
不可 算定

不可
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算定要件等

＜認知症チームケア推進加算（Ⅰ）＞（新設）
（１） 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする

認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。
（２）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症介護の指導に係

る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資する
ケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理
症状に対応するチームを組んでいること。

（３） 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症
の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。

（４） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症
の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅱ）＞（新設）
・（Ⅰ）の（１）、（３）及び（４）に掲げる基準に適合すること。
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、か

つ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの
認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）150単位/月（新設）

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）120単位/月（新設）
※認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合においては、算定不可。

概要

○ 認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時から
の取組を推進する観点から、新たな加算を設ける。【告示改正】

【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

※個別加算

41認知症介護実践リーダ研修修了者 認知症チームケア推進研修認知症介護指導者養成研修修了者

3単位 4単位



実際に活動されていると思われる人数：2023年8月現在 663名（認知症介護情報ネットワークに公表されている人数で、認知症介護指導者研修を
修了した認知症介護指導者の内、情報公表について承諾の得られた者すでに公表されていても活動を休止
している方も含まれる。）

2,569人

46,402人

299,393人

※人数については、認知症施策推進大綱の実施状況について（概要）の資料を参照 （R１年度末時点）
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ツ 認知症チームケア推進加算 （Ⅰ）１５０単位/回 （Ⅱ）１２０単位/回 告示第21号

（新設）認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方
法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設
が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア
を提供した場合は、当該基準に揚げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
（１） 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５０単位
（２） 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２０単位

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

or

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

or

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

or

※ 算定する場合、どれか一個の加算を選ぶ
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（新設）認知症チームケア推進加算

五十八の五の二 介護老人保健施設サービスにおける認知症チームケア推進加算の基準
イ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する

注意を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以
上であること。

（２） 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知
症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認
知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者を１名以
上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んで
いること。

（３） 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を
測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。

（４） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画
の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計
画の見直し等を行っていること。

ロ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
（１） イ（１）、（３）及び（４）に揚げる基準に適合すること。
（２） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者

を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチーム
を組んでいること。

別に厚生労働大臣が定める施設基準 告示第95号
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(４１) 認知症チームケア推進加算について
５の(３９)を準用する。

(３９) 認知症チームケア推進加算について
認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知（「認知症チームケア推進加算に関す

る実施上の留意事項等について」）を参照すること。

45

（新設）認知症チームケア推進加算
留意事項（老企第40号）

●介護保険最新情報Vol.1228 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

【加算対象者】

日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入所者等

まずは施設に対象者がどれだけいるか

認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について



「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」

（新設）認知症チームケア推進加算

46

認知症チームケア推進加
算としてのQAではないが、
考え方は同様だと思われる



（新設）認知症チームケア推進加算

体制/個別 単位数 必須研修

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 個別 １５０単位/月
認知症介護指導者養成研修

認知症チームケア推進研修

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 個別 １２０単位/月
認知症介護実践リーダー研修

認知症チームケア推進研修

【加算よる保有資格者要件のまとめ】

【加算対象者】

日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入所者等

認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」
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（新設）認知症チームケア推進加算

対象者1人につき月1回以上の定期的なカンファ
レンスを開催し、BPSD を含めて個々の入所者等
の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、
状態の再評価、計画の見直し等を行うこと。なお、
入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケア
の振り返り等は別紙様式の「認知症チームケア推
進加算・ワークシート」及び介護記録等に詳細に
記録すること。

認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について 別紙様式

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」
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令和 4 年度・令和５年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
BPSD の予防・軽減等を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究 報告書 参照

（新設）認知症チームケア推進加算

チェックリスト

通知、QAでは示されてい
ないが、推測だと左図の
チェックリストだと思われ
る（R6.5.11現在）
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（新設）認知症チームケア推進加算

50

本加算は、配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチーム（以下、
「チーム」という）を組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、それに
より、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを実施していることを評価するもの

認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」



https://www.dcnet.gr.jp/teamcare/

（新設）認知症チームケア推進加算

実施主体：
認知症介護研究・研修センター（東京、仙
台、大府）

研修方法：
オンデマンドの研修。
登録、研修申込、お支払い後いつでも視
聴が可能。
動画視聴時間は約７０分。
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認知症介護指導者養成研修 受講要件
ア 有資格者
イ （ア） 介護保険施設等に従事している者（過去含む）

（イ） 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
（ウ） 民間企業で認知症介護の教育に携わる者 のいずれかの要件に該当する者であって相当の介護実

務経験を有する者
ウ 認知症介護実践リーダー研修修了者（認知症介護実務者研修（専門課程））、かつ介護現場のリーダーとし

て概ね5年以上経験を有する者
エ 認知症介護基礎研修又は認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、又は講師として従事する予定者

※ 都道府県及び施設の長が推薦し、認知症介護研究・研修センターが選抜考査。

認知症介護実践リーダー研修 受講要件
認知症介護業務に概ね５年以上従事した経験を有し、かつ、ケアチームリーダー又はリーダー予定の者であって認

知症介護実践者研修修了後１年以上経過しているもの。
ただし、介護保健施設において利用者に直接サービスを提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日

から起算して１０年以上、かつ、１，８００日以上実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であ
ると実施主体の長が認めた者は、令和９年３月３１日までの間は、研修対象者とする。⇒（養成事業のシラバス改定）

（参考）認知症関連の加算の資格要件のまとめ

必須研修 利用者の対象者

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）
認知症介護指導者養成研修

日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭ認知症チームケア推進研修

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）
認知症介護実践リーダー研修

認知症チームケア推進研修

認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ）
認知症介護実践リーダー研修

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ
認知症看護に係る適切な研修

認知症ケア加算（専門棟） なし 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ
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（参考）認知症関連の加算の資格要件のまとめ
「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」
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（参考）認知症関連の加算の資格要件のまとめ
「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」
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55ROKENくん

通所・訪問リハビリテーション



訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し

概要

○ 訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があった
ときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。また、介護保険法第 72 条第１項による通所
リハビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及
び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもっ
て基準を満たしているものとみなすこととする。【省令改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

基準

○ 訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定が可能な施設

○ 人員配置基準について、以下の規定を設ける
（訪問リハビリテーションの場合）

指定訪問リハビリテーション事業所が、みなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当
該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション事業所の医師の配置基準を満たしている
ものとみなすことができる。

＜現行＞ ＜改定後＞
病院、診療所 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院

56



七 通所リハビリテーション

１ 人員に関する基準
（１） 指定通所リハビリテーション事業所（居宅基準第１１１条第１項）

① 医師（第１号）
イ～ハ （略）
ニ 指定通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療

院においては、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院の医師の配置基準を満たすこと
をもって、通所リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基準を満たしているものとみ
なすことができること。

② （略）
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通所・訪問リハビリテーションの運営基準
老企第25号

老企第25号

四 訪問リハビリテーション

１ 人員に関する基準（居宅基準第７６条）
① 医師

イ～ハ (略)   
ニ 指定訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療

院においては、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院の医師の配置基準を満たすこと
をもって、訪問リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基準を満たしているものとみ
なすことができること。

② （略）



医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の
従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、
リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等
を入手し、内容を把握することを義務付ける。【省令改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

基準

＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定（通所リハビリテーションの例）

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーショ
ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握しなければならない。

入院中に
リハビリテーション
を実施した医療機関

リハビリテーション
事業所

リハビリテーション
実施計画書等の入手
・内容の把握

リハビリテーション
実施計画書等の提供

【リハビリテーション実施計画書等】
入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報、
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等
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（通所リハビリテーション計画の作成）
第１１５条

（略）
２・３．（略）
４．医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通

所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実
施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

５・６．（略）
７．指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受

け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の
病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リ
ハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーショ
ン提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、
第８１条第１項から第５項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１項から
第５項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる
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通所リハビリテーションの運営基準
老企第25号



（２）通所リハビリテーション計画の作成
① 通所リハビリテーション計画は、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、

利用者ごとに作成すること。記載内容については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）の様式例及び記載方法を参照すること。また、通
所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している
こと。

② 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないことか
ら、通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所リ
ハビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更する
ものとする。

③ 医療機関から退院した利用者に対し通所リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と
介護の連携を図り、連続的で質の高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成
したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把
握しなければならない。

その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合に
おいては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓
練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２‐２‐１の項目である「本人・家族
等の希望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビ
リテーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自主ト
レ指導含む）」「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リ
ハビリテーションの終了目安」）が含まれていなければならない。

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、
当該医療機関の名称及び提供を依頼した日付を記録に残すこと。
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（２）通所リハビリテーション計画の作成
④ 通所リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への
利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハビリテーション事業所の医師及び理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その目標や内容等
について、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明を行った上で利用者の同意を得な
ければならず、また、リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。なお、その
実施状況や評価等についても説明を行うこと。

⑤ 指定通所リハビリテーション事業者が、指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受
け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定通所リハビリテーション及び指定訪問
リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合
性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、訪問リハビリテーション計画
に係る基準を満たすことによって、通所リハビリテーション計画に係る基準を満たしているとみな
すことができる。当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえた上で、共通目標
を設定すること。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して
一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的
な提供内容等を１つの目標として分かりやすく記載するよう留意すること。

指定通所リハビリテーション及び指定訪問リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に
従いリハビリテーションを実施した場合には、居宅基準第１１５条第６項に規定する診療記録を
一括して管理しても差し支えないものであること。

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所リハビリテーション事業者につ
いては、第３の一の３の（１４）の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは
「通所リハビリテーション計画」と読み替える。
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（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）
第８０条

指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、
その方針は、次に掲げるところによるものとする。
１・２．（略）
３．指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
４．前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
５～７．（略）

（指定訪問リハビリテーション計画の作成）
第８１条

（略）
２・３．（略）
４．医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療

機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機
関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの
情報を把握しなければならない。

５．（略）
６．指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第１１１条第１項に

規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテー
ション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境
に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及
び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテー
ション計画を作成した場合については、第１１５条第１項から第５項までに規定する運営に関す
る基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 62
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（３） 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準第８１条）
① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、

利用者ごとに作成すること。記載内容については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）の様式例及び記載方法を参照すること。また、訪
問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している
こと。

② （略）
③ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないことから、

訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハビ
リテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するもの
とすること。

④ 医療機関から退院した利用者に対し訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と
介護の連携を図り、連続的で質の高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成
したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把
握しなければならない。

その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合にお
いては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２‐２‐１の項目である「本人・家族等の
希望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリテー
ションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自主トレ指導
含む）」「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リハビリ
テーションの終了目安」）が含まれていなければならない。

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、
当該医療機関の名称及び提供を依頼した日付を記録に残すこと。
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（１９） 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第６２条に規定する要介護被保険者等であって、
介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が
得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、３月以内
に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書に
より提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、
患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者
の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、この場合にお
いて、当該患者が、直近３月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設
定等支援・管理シートも併せて提供すること。

Ｈ００１ 脳血管疾患等リハビリテーション料

下記のリハビリテーション料を算定する場合も上記の要件は同様
『Ｈ００１－２ 廃用症候群リハビリテーション料』・『Ｈ００２ 運動器リハビリテーション料』

令和６年３月５日保医発0305第４号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）

（参考）診療報酬のリハビリテーション料

診療報酬側の算定要件は？
診療報酬

Ｈ００３－４ 目標設定等支援・管理料

（１） 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、
定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に基づき、
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が患者と共同
して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその
進捗を管理した場合に算定する。

(２) 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート（別紙様式２３の５又は
これに準じた様式）を作成し、患者に交付し、その写しを診療録等に添付すること。

※以下要件略



Ｈ００３－２ リハビリテーション総合計画評価料
(４) リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のい

ずれかを患者の状態等に応じ選択する。患者の理解に資する記載
となるよう、十分配慮すること。

ア 別紙様式 ２３又はこれに準じた様式
イ 別紙様式 ２１の６又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全
ての項目及び(ト)から(ヲ)までのうちいずれか１項目以上を組み合わ
せて記載する様式（回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定す
る患者については、必ず(ヌ)を含めること。）
(イ) 疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況
(ロ) ＦＩＭを用いた評価
(ハ) 前回計画書作成時からの改善・変化
(ニ) 今後１ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び

留意点
(ホ) 疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの
(ヘ) 今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化
(ト) 疾患別リハビリテーション終了後のリハビリテーションの提供の必要性及び必

要な場合の具体的なリハビリテーションの内容
(チ) 病棟における日常生活動作の状況（入院患者に対し、リハビリテーション総合

計画評価料を算定する場合のみ記載することができる。）
(リ) 関節可動域、筋力、持久力、変形、関節不安定性、運動機能発達に係る障害、

麻痺等、個々の運動機能障害における重症度の評価
(ヌ) 身長、体重、ＢＭＩ（Body Mass Index）、栄養補給方法（経口、経管栄養、静脈

栄養）等に基づく患者の栄養状態の評価に係るもの（栄養障害等の状態にある
患者については、必要栄養量、総摂取栄養量等も踏まえた評価を行う。なお、
嚥下調整食を必要とする患者については、栄養障害等の有無にかかわらず、当
該嚥下調整食の形態に係る情報として、日本摂食嚥下リハビリテーション学会
の分類コードも必ず記載する。）

(ル) リハビリテーションの観点から、家庭や病棟において、患者自ら行うことが望ま
しい訓練

(ヲ) ＦＡＩ（Frenchay Activities Index）、ＬＳＡ（Life-Space Assessment）、日本作業療
法士協会が作成する生活行為向上アセスメント、ロコモ２５（平成 22 年厚生労
働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野長寿科学総合研究「運動器機能
不全（ロコモティブシンドローム）の早期発見ツールの開発」において作成された
もの）又は老研式活動能力指標のいずれかを用いた患者の心身機能又は活動
の評価に係るもの

別紙様式２１の６（別紙様式２-２-１）
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別紙様式２３
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別紙様式２３の５

（参考）診療報酬のリハビリテーション料
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通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

概要

○ リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の
基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、

大規模型の２段階に変更する。
イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

単位数

＜現行＞（５～６時間利用の場合） ＜改定後＞

大規模型事業所（Ⅰ） 要介護１ 599単位
要介護２ 709単位
要介護３ 819単位
要介護４ 950単位
要介護５ 1,077単位

大規模型事業所（Ⅱ） 要介護１ 579単位
要介護２ 687単位
要介護３ 793単位
要介護４ 919単位
要介護５ 1,043単位

大規模型事業所 要介護１ 584単位 （新設）
要介護２ 692単位 （新設）
要介護３ 800単位 （新設）
要介護４ 929単位 （新設）
要介護５ 1,053単位 （新設）

※要件を満たした場合
要介護１ 622単位 （新設）
要介護２ 738単位 （新設）
要介護３ 852単位 （新設）
要介護４ 987単位 （新設）
要介護５ 1,120単位 （新設）
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✓ リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上

✓ リハビリテーション専門職の配置が10：1以上

通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

算定要件等

○ 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、
大規模型の２段階に変更する。

○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%以上であること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。

現行 改定後

通常規模型 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ

366～1369
単位※

361～1325
単位※

353～1282
単位※

基本報酬
の
単位数

延べ利用者数750 900 750

通常規模型 大規模型（新）

369～1379
単位※

357～1300単位※

条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価

延べ利用者数

基本報酬の
単位数

※ 利用時間、要介護度毎に設定
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（１０） 平均利用延人員数の取扱い
①～④ （略）
⑤ 平均利用延人員数が７５０人超の事業所であっても、算定する月の前月において、以下に示

す基準を満たしている場合は、通常規模型通所リハビリテーション費を算定することができる。
a 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合が８０%以

上であること。利用者の総数とは、前月に当該事業所において通所リハビリテーションを利用
することを通所リハビリテーション計画上位置づけている者の人数とする。

b 「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
（以下、理学療法士等）が、利用者の数を１０で除した数以上確保されていること」の要件の算
出式は以下の通りとする。

(※１) 各利用時間の下限で計算する。（例：２～３時間利用の利用者が４人の場合、２（時間）×
４（人）として計算。）

(※２) 所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事することとされている時
間とし、必ずしも利用者に対し通所リハビリテーションを提供している時間に限らないことに
留意する。

⑥ （略）

大規模事業所の算定を通常規模の算定にする場合

（通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間×各利用時間の
利用人数）の合計(※1)

≦１０
理学療法士等の通所リハビリテーション事業所における勤務時間の合計

（※2)
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大規模事業所の算定を通常規模の算定にする場合

令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
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大規模事業所の算定を通常規模の算定にする場合

令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）
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ポイント！ 実績ではなく、計画でよいということ。



大規模事業所の算定を通常規模の算定にする場合
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厚労省のR6年度介護報酬改定のサイト



大規模事業所の算定を通常規模の算定にする場合
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厚労省のR6年度介護報酬改定のサイト

注意！
変更があった場合、月ごとに届け出



LIFEの提出
＆フィードバック

リハ・口腔・栄養の

アセスメントを実施

＆情報を一体的に共有

LIFEの提出＆
フィードバック

リハビリテーション計画の
説明・同意

概要 【通所リハビリテーション】

○ リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所
リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価す
る新たな区分を設ける。

ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。

イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体

的に共有すること。その際、必要に応じて LIFEに提出した情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係

職種に対し共有していること。

また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算（B）

の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。【告示改正】

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

なしPT・OT・STが利用者
等に説明・同意を得て
医師へ報告

加算（A）イ

加算（A）ロ

加算（B）イ

加算（B）ロ

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

改定後

(新設)

Ａ

Ｂ

あり

なし

あり

イ

イ

ロ

ロ

医師が利用者等に
説明・同意を得る

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

なし

あり

加算(イ)

加算(ロ)

※医師が利用者に説明し同意を得た場合は上記に加えて評価

あり

なし

現行

加算(ハ)
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通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
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リハビリテーションマネジメント加算の早見表

2024.1.25時点
全老健作成

加算項目（名称略） 単位 リハ会議 指導・助言
ケアマネ
情報提供

※説明
（Dr.かPTか
OTかSTの

誰か）

同意
厚労省に

データ提出
（LIFE）

情報を一体
的に共有

※説明者
Dr.の場合

リハマネ加算（イ）

５６０単位（６月以内） ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

２４０単位（６月超） ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

リハマネ加算（ロ）

５９３単位（６月以内） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

２７３単位（６月超） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

リハマネ加算（ハ）

７９３単位（６月以内） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

４７３単位（６月超） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋２７０単位

情報を一体的に共有については、専門職種の配置や口腔アセスメントや栄養アセスメント
を行うなど要件が多いので算定をする場合、必ず確認すること。（次スライドの要件記載）
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注１０ リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテー
ション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的
にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる
区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーショ
ン計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得た場合、１月につき２７０単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注１５又は注１８（１）若しくは
（２）（二）を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ）
（１）・（２） （略） ⇒６月以内・５６０単位 ６月超・２４０単位のこと

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ）・・・LIFE
（１）・（２） （略） ⇒６月以内・５８３単位 ６月超・２７３単位のこと

ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
（１） 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属

する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 ７９３単位
（２） 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した

場合 ４７３単位

※ 注１５⇒栄養アセスメント加算 注１８（１）若しくは（２）（二）⇒口腔機能向上加算（Ⅰ）と（Ⅱ）ロ

告示第19号
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（１） （略） ⇒リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状
況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。

（２） 通所リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第１１５条第１項に規定する通所
リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）について、当該計画の作成に関与した医師、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の
同意を得ること、ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説
明した内容を等について医師へ報告すること。

（３） （略） ⇒通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から
起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上、６月を超えた場合にあっては３月に１回
以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーショ
ン計画を見直していること。

（４） （略） ⇒指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支
援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自
立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

（５） （略） ⇒次のいずれかに適合すること。
（一）指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅

サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する
事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に
対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常
生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定
通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに
関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する
助言を行うこと。

（６） （１）から（５）までに揚げる基準に適合することを確認し、記録すること。

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

告示第95号
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リハビリテーションマネジメント加算（イ）
別に厚生労働大臣が定める施設基準



（１） ロ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 ⇒（リハマネ加算ロの算定要件）
（２） 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。
（３） 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。
（４） 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリス
ク及び解決すべき課題を把握することをいう。）を実施し、当該利用者又はその家族に対し
てその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

（５） 通所介護費等算定方法第２号に規定する基準に該当しないこと ⇒（定員オーバー）
（６） 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して

口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を
行っていること。

（７） 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、
看護職員、介護職員その他の職種の者（（８）において「関係職種」という）が、通所リハビリ
テーション計画等の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のため
に必要な情報、利用者の栄養状態に関する情報及び利用者の口腔の健康状態に関する
情報を相互に共有すること。

（８） （７）で共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該
見直しの内容を関係職種の間で共有していること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） イ（１）から（６）までに揚げる基準のいずれにも適合すること
（２） （略）⇒利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハ

ビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施
のために必要な情報を活用していること。

二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

ハ リハビリテーションマネジメント加算（ハ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

告示第95号
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リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
別に厚生労働大臣が定める施設基準



（１３） リハビリテーションマネジメント加算について
① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質の向上を図るため、多職種が

共同して、心身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビ
リテーションが提供できているかを継続的に管理していることを評価するものである。なお、ＳＰＤ
ＣＡサイクルの構築を含む、リハビリテーションマネジメントに係る実務等については、別途通知
（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照する
こと。

② 本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初
めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意
を得た日とは異なることに留意すること。

③ 利用者の同意を得た日の属する月から起算して６月を超えた場合であって、指定通所リハビ
リテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、
同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメン
ト加算イ（１）、ロ（１）、ハ（１）を再算定することはできず、加算イ（２）、ロ（２）、ハ（２）を算定するこ
と。

ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理
を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、
利用者又は家族が合意した場合には、加算イ（１）、ロ（１）、ハ（１）を再算定できるものであること。
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リハビリテーションマネジメント加算
留意事項（老企第36号）



（１３） リハビリテーションマネジメント加算について
④ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅
サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサー
ビス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等
が参加すること。

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んで
いる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこ
と。

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議
を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。

⑤ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ
ンが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又は
その家族（以下この⑤において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装
置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・
厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。

⑥ （略）
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リハビリテーションマネジメント加算
留意事項（老企第36号）



（１３） リハビリテーションマネジメント加算について
⑦ 大臣基準告示第２５号ロ及びハに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを

用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム
（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参
照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣ
Ａサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す
るため、適宜活用されるものである。

⑧ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)について
イ 栄養アセスメントにおける考え方は、注１５栄養アセスメント加算についてと同様であるので

参照されたい。
ロ 口腔の健康状態の評価における考え方は、注１８口腔機能向上加算についてと同様である

ので参照されたい。
ハ リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知（「リハ

ビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参考とし、関
係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式１‐１を参考とした上で、常に当該事業所の関係
職種により閲覧が可能であるようにすること。
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リハビリテーションマネジメント加算
留意事項（老企第36号）

※ 注１５⇒アセスメント加算 注１８（１）若しくは（２）（二）⇒口腔機能向上加算（Ⅰ）と（Ⅱ）ロ

別紙様式１-１の代わりに２-２-１,２-２-２でも代用可能
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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

別紙様式１-１



リハビリテーションマネジメント加算
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別紙様式２-２-１,２-２-２

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について



（参考）リハビリテーションマネジメント加算考え方
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令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）

コロコロ加算を変えるなというＱＡ



（参考）リハビリテーションマネジメント加算考え方

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

リハマネ

（A）ロ

リハマネ

（A）ロ

リハマネ

（A）ロ

リハマネ

（B）ロ

リハマネ

（B）ロ

リハマネ

（B）ロ

リハマネ

（A）ロ

リハマネ

（A）ロ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

リハマネ

（ロ）
リハマネ

（ロ）
リハマネ

（ロ）
リハマネ

（ハ）
リハマネ

（ハ）
リハマネ

（ハ）
リハマネ

（ロ）
リハマネ

（ロ）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

リハマネ
（ロ）

- - - ＋270単位 ＋270単位 ＋270単位 - -

R３年度改定

R６年度改定

リハ職説明 医師説明 リハ職説明

パターン２ 途中で、口腔アセスメントや栄養アセスメントをやり、見直しした際、３ケ月で口腔アセスメントや栄
養アセスメントを中止した場合の算定の考え方については？

○

パターン１ 医師が説明した時としない時の算定の考え方は？

リハ職説明 医師説明 リハ職説明

○
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QAで解釈修正

７月～９月は本来、
リハ（A）ロで対応しな

いといけない

2024.5.13時点
全老健作成



●利用者A（個人）の加算の取り方（７月から栄養アセスメント加算が追加）

●ある月の利用者ごとの加算方法
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（参考）リハビリテーションマネジメント加算考え方
2024.5.11時点

全老健作成

●利用者B（個人）の加算の取り方（７月から栄養アセスメント加算が追加）

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

リハマネ加算（ロ） 算定 算定 - - - -

リハマネ加算（ハ） - - 算定 算定 算定 算定

栄養アセスメント加算 - 算定 - - - -

口腔機能向上加算（Ⅰ） 算定 算定 - - - -

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ - - 算定 算定 算定 算定

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

リハマネ加算（ロ） 算定 算定 - - - -

リハマネ加算（ハ） - - 算定 算定 算定 算定

栄養アセスメント加算 - 算定 - - - -

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ - - 算定 算定 算定 算定

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 算定 算定 - - - -

リハマネ加算（イ）
リハマネ加算

（ロ）
リハマネ加算

（ハ）
栄養アセスメント

加算

口腔機能向上

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ）イ 加算（Ⅱ）ロ

利用者A - - 算定 - - 算定 -

利用者B - 算定 - 算定 - - 算定

利用者C - 算定 - 算定 算定 - -

利用者D 算定 - - 算定 - - -



●ある月の利用者ごとの加算方法（６月超）

リハマネ加算（イ） ６月以内560単位 ６が超240単位
リハマネ加算（ロ） ６月以内593単位 ６月超273単位
リハマネ加算（ハ） ６月以内793単位 ６月超473単位
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（参考）リハビリテーションマネジメント加算考え方
2024.5.11時点

全老健作成

栄養アセスメント加算 50単位
口腔機能向上加算（Ⅰ）150単位

（Ⅱ）イ155単位 ロ160単位

リハマネ加算
（イ）

リハマネ加算
（ロ）

リハマネ加算
（ハ）

栄養アセスメント
加算

口腔機能向上

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ）イ 加算（Ⅱ）ロ

利用者A
（628単位）

- -
算定

473単位
- -

算定
155単位

-

利用者B
（483単位）

-
算定

273単位
-

算定
50単位

- -
算定

160単位

利用者C
（473単位）

-
算定

273単位
-

算定
50単位

算定
150単位

- -

利用者D
（290単位）

算定
240単位

- -
算定

50単位
- - -



通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し

概要

○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅における入浴の自立への取組を促
進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」につ
いて、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用し
て状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係
る現行の Q＆A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

算定要件等

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて） 60単位/月

・ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価
を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び
経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴
を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、
福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居
宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用し
て把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支
えないものとする。

・ 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室
の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ
テーション計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の
浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置するこ
とにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。

92

これまで医師等（医師、ＰＴ/ＯＴ/ＳＴ等）が利用者の居宅を訪問し評価することとなっていたが、
訪問が困難な場合、介護職が居宅へ訪問し、ＩＣＴ機器を活用して環境を把握してもよくなった。



（１２） 入浴介助加算について
ア （略）
イ 入浴介助加算(Ⅱ)について

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入浴介助加算(Ⅱ)」に読み替
えるものとする。

② 入浴介助加算Ⅱは、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行
うことが想定される訪問介護員等（以下、「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴が
できるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴介
助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の
介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行
うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。
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入浴介助加算

留意事項（老企第36号）



（１２） 入浴介助加算について
ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導
員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者
（以下、「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な
介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介
助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション事業所に
対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリ
テーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行う
よう留意すること。
(※) 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利

用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うこと
が難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉
用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、
利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購
入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。

なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が居宅を
訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境
を踏まえ、医師等が評価及び助言を行うこともできることとする。ただし、情報通信機器等
の活用については、当該利用者等の同意を得なければならないこと。また、個人情報保護
委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための
ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
すること。

ｂ （略） 94

入浴介助加算
留意事項（老企第36号）



（１２） 入浴介助加算について
ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行

う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大浴槽等においても、手すりな
ど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等
を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えないこ
ととする。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自
身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介
護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得
にあたっては、既存の研修等を参考にすること。

③ （２）における居宅への訪問の際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切
な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助
により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション事業所に対しそ
の旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリテーション
事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意するこ
と。

④ 入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態を踏まえて、自身で又は家族・
訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努
め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得に当たっては、既存の
研修等を参考にすること。
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入浴介助加算
留意事項（老企第36号）



（注意）入浴介助加算

これは通所介護であって、通所リハビリテーションの改定ポイントではない
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（１５） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
①～③ （略）
④ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)を算定する場合においては、利用者の認知症の

状態に対し、支援内容や利用回数が妥当かどうかを確認し、適切に提供することが必要である
ことから１月に１回はモニタリングを行い、通所リハビリテーション計画を見直し、医師から利用
者又はその家族に対する説明し、同意を得ることが望ましい。

⑤～⑨ （略）
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
留意事項（老企第36号）



（１９） 栄養改善加算について
① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメ

ントの一環として行われることに留意すること。
② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超
えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）
又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ス
テーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養
改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ ＢＭＩが１８.５未満である者
ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（平成１８年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリス
トの№（１１）の項目が「１」に該当する者

ハ 血清アルブミン値が３.５ｇ／dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者
ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目に該当するか
どうか、適宜確認されたい。

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１４）、（１
５）のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。）

・ 生活機能の低下の問題
・ 褥瘡に関する問題
・ 食欲の低下の問題
・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する
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栄養改善加算
留意事項（老企第36号）



（１９） 栄養改善加算について
④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも

配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行
い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事
相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取
り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、
栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通
所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画
の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとす
ること。

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。
その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題があ
る場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅
を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備を
する者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月
ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介
護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。

ヘ 指定居宅サービス基準第１０５条において準用する第１９条に規定するサービスの提供の記
録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記
録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的
に記録する必要はないものとすること。
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（１９） 栄養改善加算について
⑤ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を実施し、栄養改善サービスの提供が必要と判断して

当該加算を算定する場合は、リハビリテーションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を
作成すること。

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続
的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められ
るものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
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栄養改善加算
留意事項（老企第36号）



基本チェックリスト

101

(13)、(14)、(15)のいずれかの
項目において「１」に該当する
者などを含む。

栄養改善加算

(11)の項目が「１」に該当する者
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栄養改善加算

別紙様式４-３-１

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔
管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について 別紙様式4-3-1
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栄養改善加算
別紙様式４-３-２

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔
管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について 別紙様式4-3-2



二十九の二
通所リハビリテーション費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること
（１）～（３） （略）
（４） 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。

（一） 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定
に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した
日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると
判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。

（二） 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間
である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスク
リーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上
サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。

（５） 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定し
ていないこと。

口腔・栄養スクリーニング加算
告示第95号

別に厚生労働大臣が定める基準
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二十九の二
通所リハビリテーション費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
（１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（一） （略）
（二） 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善
サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サー
ビスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）である
こと。

（三） （略）
（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（一）・（二） （略）
（三） 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康
状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔
機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。

（四） 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定し
ていないこと。

口腔・栄養スクリーニング加算
告示第95号

別に厚生労働大臣が定める基準
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（２０） 口腔・栄養スクリーニング加算について
通所介護と同様であるので、７（１９）を参照されたい。

（１９） 口腔・栄養スクリーニング加算について
① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔ス

クリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、
利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職
員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。

② （略）
③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ

次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スク
リーニング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機
能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。
イ・ロ （略）

④・⑤ （略）
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口腔・栄養スクリーニング加算
留意事項（老企第36号）
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口腔・栄養スクリーニング加算

アルブミン値について確認できない場合、空欄でも差し支えない。

別紙様式５-１

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔
管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について 別紙様式5-1



１８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし 、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低
下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目
的として 、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練
の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの
（以下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算と
して、当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき
次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算
(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向
上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口
腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定
することができる。

口腔機能向上加算

（１） （略） ⇒口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位
（２） 口腔機能向上加算(Ⅱ)

（一） 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ １５５単位 LIFE （新設）
（二） 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ １６０単位 LIFE （新設）

告示第19号

【参考】 算定のパターン

項目
LIFE
有無

算定
有無

リハマネ（ハ） ○ ○ × ×

口腔機能向上（Ⅰ） × × ○ ×

口腔機能向上（Ⅱ）イ ○ ○ × ×

口腔機能向上（Ⅱ）ロ ○ × × ○ 108



三十 通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準第２０号の規定を準用する。こ
の場合において、同号イ（５）中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは、「通所介護費等
算定方法第二号」と読み替えるものとする。

二十 通所介護費における口腔機能向上加算の基準イ口腔機能向上加算(Ⅰ)次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。

（１） （略） ⇒言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。
（２） （略） ⇒利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機
能改善管理指導計画を作成していること。

（３） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職
員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して
いること。

（４） （略） ⇒利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価している
こと。

（５） （略） ⇒定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
ロ （略） ⇒口腔機能向上加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。

（１） イ（１）から（５）までのいずれにも適合すること。
（２） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚労省に提出し、口腔

機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。

口腔機能向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準
告示第95号
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（２１） 口腔機能向上加算について
① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。
③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であっ

て、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以

外に該当する者
ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１４）、（１５）の３項目のうち、２項目以上が

「１」に該当する者
ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要
に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨など
の適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機
能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。

110

口腔機能向上加算
留意事項（老企第36号）



（２１） 口腔機能向上加算について
⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。ただし、

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてイ並びにロの利用者の口腔機能等の口腔の健
康状態及び解決すべき課題の把握を実施している場合は、ロの口腔機能改善管理指導計画を
作成以降の手順を行うものとする。その場合は、口腔機能向上加算（Ⅱ）のイを算定する。なお、
口腔機能向上加算(Ⅱ)のイの算定に当たっては、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえ
て口腔改善管理指導計画を作成すること。
イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔

衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看
護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した
口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、
口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、
通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビ
リテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作
成に代えることができるものとすること。

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者
ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上
の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむ
ね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護
支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。

ホ 指定居宅サービス基準第１０５条において準用する第１９条に規定するサービスの提供の記
録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看
護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加
算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 111

口腔機能向上加算
留意事項（老企第36号）



（２１） 口腔機能向上加算について
⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又
は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提
供する。
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。

⑧ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ただし、口腔機能向
上加算(Ⅱ)のイについては、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてＬＩＦＥへの情報提出
を行っている場合は、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えない。ＬＩＦＥへの提出情
報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え
方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者
の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、
当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一
連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す
るため、適宜活用されるものである。
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口腔機能向上加算

認定調査員テキスト2009改訂版（令和３年４月改訂） 参照

認定調査票（基本調査） 一部抜粋

いずれかの項目において「１」以外に該当する者



口腔機能向上加算

基本チェックリスト
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(13)、(14)、(15)の３項目のうち、
２項目以上が「１」に該当する者



口腔機能向上加算
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別紙様式６-４

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について



退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関
からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関
の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

算定要件等

（訪問リハビリテーションの場合）
○ 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導※を行った後に、当該者に対する
初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。（新設）

※ 利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の
状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハ
ビリテーション計画に反映させることをいう。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 退院時共同指導加算 600単位/回（新設）
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ハ 退院時共同指導加算 ６００単位/回

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医
師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時
共同指導（病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従
業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対し
て、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリ
テーション計画に反映させることをいう。）を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビ
リテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。

（新設）退院時共同指導加算
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留意事項（老企第36号）(29) 退院時共同指導加算について
① 通所リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相
互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を
共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ
電話装置等の活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す
ること。

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。
④ 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の

医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所
において当該加算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的
に運営されている場合においては、併算定できない。

告示第19号



Ｂ００５ 退院時共同指導料２ 400点

（参考）診療報酬のリハビリテーション料

令和６年３月５日保医発0305第４号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）

※他の算定要件は略
(７) 退院時共同指導料２の「注１」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者

が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医
の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは
社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの保健
師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算定
する。なお、退院後に介護保険によるリハビリテーション（介護保険法第８条第５項に規定する訪
問リハビリテーション、同法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション、同法第８条の２第４
項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第８条の２第６項に規定する介護予防通
所リハビリテーションをいう。）を利用予定の場合、在宅での療養上必要な説明及び指導について、
当該患者が入院している医療機関の医師等が、介護保険によるリハビリテーションを提供する事
業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の参加を求めることが望ましい。

診療報酬

※診療報酬側だと老健側の事業所の職員については、参加についても望ましいとなっているため、連絡がない場
合もあるので注意を！
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予防通所リハビリテーション



６ 介護予防通所リハビリテーション費

（１）算定の基準について
①・② （略）
③ 指定介護予防通所リハビリテーションは、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医

師の診療に基づき、介護予防通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則である
が、医療機関において、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者に関しては、｢リ
ハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣の別紙様式２‐２
‐１をもって、当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、
記載された内容について確認して、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を開始しても差
し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２‐２‐１をリハビリテーション計画書とみ
なして介護予防通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の
医師の診療に基づいて、次回の介護予防通所リハビリテーション計画を作成する。

④ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画
を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリ
テーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。そ
の他、必要時に見直しを行う。

⑤・⑥ （略）
⑦ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第１１７条第１項

に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下この号及び第１１０号にお
いて同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第１１
５ 条の４５第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防サービスに該当する
事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、利用者及び家族の活動や参加に向
けた希望、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。
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６ 介護予防通所リハビリテーション費
（１）算定の基準について

⑧ 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利
用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下、「運動器機能向上サービ
スという」）を提供すること。

⑨ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからエまでに掲げるとおり、実施すること。
ア 利用者の運動器機能、利用者のニーズ、サービスの提供に当たって考慮すべきリスクを利

用開始時に把握し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その
他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。また、作成した運動器機
能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応
等と併せて、利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、運動器機能向上
計画に相当する内容をリハビリテーション計画書の中にそれぞれ記載する場合は、その記載
をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。

イ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供すること。そ
の際、提供する運動器機能向上サービスについては、国内外の文献等において介護予防の
観点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上計画
に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直
ちに当該計画を修正すること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、
利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。ただし、介護予防通所リハビリテーショ
ンの提供の記録として、運動器機能を定期的に記載している場合は、当該の記載をもって、本
要件を満たしているものとする。

エ おおむね１月間ごとに、利用者の短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況につ
いてモニタリングを行うとともに、利用者毎の運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評
価し、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行うこと。 121

算定基準について



介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価

概要

○ 介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー

ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場
合は減算を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進すると
ともに、事業所評価加算の廃止を行う。【告示改正】

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

単位数
○ 利用開始日の属する月から12月超

○ 事業所評価加算

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リハビリテーション
５単位/回減算 要件を満たした場合 減算なし（新設）

要件を満たさない場合 30単位/回減算（変更）

介護予防通所リハビリテーション
要支援１ 20単位/月減算
要支援２ 40単位/月減算

要件を満たした場合 減算なし（新設）
要件を満たさない場合 要支援１ 120単位/月減算（変更）

要支援２ 240単位/月減算（変更）

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リハビリテーション 120単位/月
介護予防通所リハビリテーション 120単位/月

（廃止）
（廃止）

算定要件等

○ 利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所（訪問）リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準（新設）

・ ３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を
構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を
見直していること。

・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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注１０ １２か月超えて利用した場合の減算について（※原文タイトルなし） 告示第73号

八十二 指定介護予防サービス費介護給付費単位数表の指定介護予防通所リハビリテーショ
ン費のイの注の１０の厚生労働大臣が定める要件

イ ３月に１回以上、当該利用者に係るリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーション
に関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリ
テーション会議の内容を記録するとともに、当該利用者の状態の変化に応じ、介護予防通
所リハビリテーション計画（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第１
２５条第２号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画をいう。）を見直していること。

ロ 当該利用者ごとの介護予防通所リハビリテーション計画等の内容等の情報を厚生労働
省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適
切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防
通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超え
て指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、１月につき次に掲げる単位数を所定単位
数から減算する。

（１） 要支援１ １２０単位
（２） 要支援２ ２４０単位

別に厚生労働大臣が定める要件 告示第95号
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（５）注１０の取扱いについて
① 指定介護予防通所リハビリテーションの利用が１２月を超える場合は、指定介護予防通所リ

ハビリテーション費から要支援１の場合１２０単位、要支援２の場合２４０単位減算する。ただし、
厚生労働大臣が定める基準をいずれも満たす場合においては、リハビリテーションマネジメント
のもと、リハビリテーションを継続していると考えられることから、減算は行わない。

② リハビリテーション会議の開催については、指定訪問リハビリテーションと同じであることから、
別途通知（｢指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について｣）を参照すること。

③ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、
提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るた
め、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの
質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す
るため、適宜活用されるものである。

④ なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始され
たものとする。
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LIFEを行っている場合は減算されないということ



１２月超の減算について
「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）」
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令和６年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

利用者A
１１か月目 １２か月目 １３か月目 １４か月目 １５か月目 １６か月目

通常 通常 通常 通常 通常 通常

利用者B
１４か月目 １５か月目 １６か月目 １７か月目 １８か月目 １９か月目

減算中 減算中 通常 通常 通常 通常

↑減算せずに通常で請求しようとする場合、
６月中にリハ会議を開催 経過措置で１０/１０までにLIFE提出

令和６年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

利用者C
１４か月目 １５か月目 １６か月目 １７か月目 １８か月目 １９か月目

減算中 減算中 通常 通常 通常 通常

【改定時の切り替えにおいての基本的な考え方】

【人数が多くて６月中にリハ会議ができない場合】

リハ会議 経過措置で１０/１０までにLITE提出

令和６年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

利用者D
１５か月目 １６か月目 １７か月目 １８か月目 １９か月目 ２０か月目

減算中 減算中 通常 通常 通常 通常

リハ会議 経過措置で１０/１０までにLITE提出

【途中で要件が満たせなくなった場合】

令和６年９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

利用者E
１４か月目 １５か月目 １６か月目 １７か月目 １８か月目 １９か月目

通常 通常 通常 減算 減算 通常
リハ会議

１０/１０までにLIFE提出
リハ会議未開催 リハ会議

３/１０までにLIFE提出

要件満たせ通常
の請求でも可

１２月超の減算の切り替わりついて
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訪問リハビリテーション



訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進

概要

○ 認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、
応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテー
ションの実施を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

【訪問リハビリテーション】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日（新設）

算定要件等

○ 次の要件を満たす場合、１週に２日を限度として加算。（新設）

・ 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院
（所）日又は訪問開始日から３月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
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注１０ 認知症短期集中リハビリテーション ２４０単位/日

（新設）認知症短期集中リハビリテーション

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込
まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリ
テーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、１週に
２日を限度として、１日につき２４０単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定している場
合は、算定しない。

※ 注８⇒短期集中リハビリテーションのこと
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（１１） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利

用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭
環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能
を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。

② 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な
研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断され
た者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、１週間
に２日を限度として算定できるものであること。

③ 本加算の対象となる利用者はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）又はＨＤＳ−Ｒ（改訂長
谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点〜２５点に相当する者とするものであるこ
と。

④ 本加算は、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーショ
ンを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去３月の間に本加算を
算定した場合には算定できないこととする。

告示第19号



＋

○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。（新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対
応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

必要に応じ
て相談

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

概要

○ 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応
型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実
施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 口腔連携強化加算 50単位/回（新設）

※１月に１回に限り算定可能

【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護】

算定要件等

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス、短期入所系サービス事業者

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関
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（１２） 口腔連携強化加算について
訪問介護と同様であるので、２（２３）を参照されたい。

（２３） 口腔連携強化加算について
① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理

につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意す
ること。

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準に
おける歯科医療機関（以下｢連携歯科医療機関｣という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談する
こと。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び
当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式６等により提供すること。

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当
する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか
又は両方に情報提供を行うこと。

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、
利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無 131

（新設）口腔連携強化加算（予防も同様）



（１２） 口腔連携強化加算について
訪問介護と同様であるので、２（２３）を参照されたい。

（２３） 口腔連携強化加算について
⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）及び｢入院(所)中及び在宅等における療養中の患
者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方｣(令和６年３月日本歯科医学会）等
を参考にすること。

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支
援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定する
こととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施す
ること。
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（新設）口腔連携強化加算（予防も同様）

短期入所療養介護でも同様な条件、同時算定は不可



別紙様式６

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所
サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指
定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について 【別紙様式６】
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（新設）口腔連携強化加算

【別紙様式６と下記の通知の別紙様式１１は同じ内容】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 別紙様
式１１
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医療と介護の連携
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【参考】 通知のまとめ
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参考 厚労省のHP ５.１１時点の情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

運営基準

単位数
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訪問リハ・デイの
加算の解釈

SS・老健の加算
の解釈

口腔衛生管理加算 様式

褥瘡マネジメント加算 様式

排せつ支援加算 様式

自立支援促進加算 様式

かかりつけ医連携薬剤調整加算 様式

退所時情報提供加算(Ⅰ) 様式
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予防訪問リハ・予防デイ・
予防SSの加算の解釈
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訪問リハ・デイ・SS・予防訪問リハ・予
防デイ・予防SSの運営基準の解釈

大規模特例の計算式
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老健の運営基準の解釈

レセプト作成する際、加算によっては適
用欄に記載する項目の記載要領
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介護職員処遇改善加算等一本化

LIFE関連加算のデータ提出についての考え方
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リハ計画書や栄養
ケア計画書などの
様式例が掲載され

ている
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生産性向上推進体制加算
（老健の対象の加算の事務連絡はこちら）
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ICTを使った夜勤の行う勤務条件
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認知症ケアチーム推進加算
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【参考】 様式のまとめ



入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションの加算に必要とされる様式例について

赤字：リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について

別紙様式１－１ リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書（通所系）

別紙様式１－２ リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書（施設系）

別紙様式２－１ 興味・関心チェックシート

別紙様式２－２－１、２－２－２ リハビリテーション計画書

別紙様式２－３ リハビリテーション会議録 （訪問・通所リハビリテーション）

別紙様式２－４ リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票

別紙様式２－５ 生活行為向上リハビリテーション実施計画

別紙様式２－６ 診療情報提供に係る文書

別紙様式２－７ ケアマネジメント連絡用紙

別紙様式２－８ ＜リハビリテーションマネジメント＞アセスメント上の留意点

別紙様式４－１－１ 栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング（施設）（様式例）

別紙様式４－１－２ 栄養ケア・経口移行・経口維持計画書（施設）（様式例）

別紙様式４－２ 栄養情報提供書 （様式例）

別紙様式４－３－１ 栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング（通所・居宅）（様式例）

別紙様式４－３－２ 栄養ケア計画書（通所・居宅）（様式例）

別紙様式５－１ 口腔・栄養スクリーニング様式（通所リハビリテーション（介護予防も含む））

別紙様式６－１ 口腔衛生の管理体制についての計画（介護保険施設）

別紙様式６－３ 口腔の健康状態の評価及び情報共有書

別紙様式６－４ 口腔機能向上サービスに関する計画書（様式例）

（参考） リハビリテーション計画書 （施設）＝別紙様式１ リハビリテーション計画書

（参考）口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書＝別紙様式11 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

（参考）口腔衛生管理加算 様式（実施計画）＝別紙様式３ 口腔衛生管理加算 様式（実施計画）

青字：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第40号）

別紙様式１ リハビリテーション計画書

別紙様式２ （診療情報提供書 ※書類名なし）

別紙様式３ 口腔衛生管理加算 様式（実施計画）

別紙様式５ 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書

別紙様式６ 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書

別紙様式７ 自立支援促進に関する評価・支援計画書

別紙様式７ 別添 ＩＣＦステージング

別紙様式８ 薬剤調整報告書

別紙様式９ 薬剤変更等に係る情報提供書

別紙様式11 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

別紙様式13 退所時情報提供書
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入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションの加算に必要とされる様式例について

緑字：科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

別紙様式１ 科学的介護推進に関する評価（通所・居住サービス）

別紙様式２ 科学的介護推進に関する評価（施設サービス）

別紙様式３ 生活・認知機能尺度

別紙様式４ DBD13

別紙様式５ ICFステージング

紫字：生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

別紙１ 生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書（毎年度報告）

別紙２ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）の算定に関する取組の成果

別添１ 利用者向け調査票

別添２ 施設向け調査票 （労働時間等調査票）

別添３ 職員向け調査票

別添４ 職員向けタイムスタディ調査票

橙色：認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

別紙様式 認知症チームケア推進加算ワークシート

黒字：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

別紙様式６ 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書 ＝別紙様式11 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
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加算名称
LIFE 加算に使用な様式例

※●LIFEに必要な項目がある様式
代用可能な様式 備考

有無 提出

入所

リハビリマネジメント
（基準）

- -

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ●
別紙様式１－２

別紙様式１

別紙様式２－６

別紙様式２－７

別紙様式２－８

栄養管理
（基準）

- -
別紙様式４－１－１ ● 別紙様式１－２

別紙様式４－１－２ 別紙様式１－２

栄養マネジメント強化加算 ○ 全員
別紙様式４－１－１ ● 別紙様式１－２

別紙様式４－１－２

リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算 （Ⅰ）

○ 個別

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－２ 【必須加算】
栄養マネジメント強化加算
口腔衛生管理加算（Ⅱ）

別紙様式４－１－１ ● 別紙様式１－２

別紙様式３ ● 別紙様式１－２

リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算 （Ⅱ）

○ 個別 別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－２

短期集中リハビリテーション実施加算
（Ⅰ）（Ⅱ）

（Ⅰ）のみ 個別 別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－２

口腔衛生の管理体制
（基準）

- -
別紙様式６－１

別紙様式６－３

口腔衛生管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ） （Ⅱ）のみ 個別 別紙様式３ ● 別紙様式１－２

経口移行加算 - - 別紙様式４－１－２

経口維持加算（Ⅰ）・（Ⅱ） - -
別紙様式４－１－１● 別紙様式１－２

別紙様式４－１－２ 別紙様式１－２

退所時情報提供加算(Ⅰ) - -
別紙様式２

別紙様式１３

退所時栄養情報連携加算 - - 別紙様式４－２

科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）・（Ⅱ）

○ 全員

別紙様式２ ●

別紙様式３ ●

別紙様式４ ●

別紙様式５ ICF ●

褥瘡マネジメント加算 ○ 全員 別紙様式５ ●

排せつ支援加算 ○ 全員 別紙様式６ ●

認知症チームケア推進加算 - - 別紙様式

自立支援促進加算 ○ 全員
別紙様式７ ●

別紙様式７ 別添 ●

かかりつけ医連携薬剤調整加算
（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）

（Ⅱ）と（Ⅲ） 個別
別紙様式８

別紙様式９ ●

生産性向上加算（Ⅰ）（Ⅱ） - -

別紙１

別紙２

別添１

別添２

別添３
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加算名称
LIFE 加算に使用な様式例

※●LIFEに必要な項目がある様式
代用可能な様式 備考

有無 提出

通所
リハ

訪問
リハ

リハビリテーション計画
（基準）

※予防も含む
- -

別紙様式２－１

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－１

別紙様式２－３

別紙様式２－４

リハビリテーションマネジメント加算
（ロ）

○ 個別

別紙様式２－１

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－１

別紙様式２－３

別紙様式２－４

通所
リハ

リハビリテーションマネジメント加算
（ハ）

○ 個別

別紙様式２－１

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－１

別紙様式２－３

別紙様式２－４

別紙様式４－３－１ ● 別紙様式１－１

別紙様式６－４ ● 別紙様式１－１

生活行為向上リハビリテーション加算 - -

別紙様式２－１

別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－１

別紙様式２－３

別紙様式２－４

別紙様式２－５

口腔・栄養スクリーニング加算 - - 別紙様式５－１

栄養改善加算 - -
別紙様式４－３－１ ● 別紙様式１－１

別紙様式４－３－２ 別紙様式１－１

栄養アセスメント加算 ○ 全員
別紙様式４－３－１ ● 別紙様式１－１

別紙様式４－３－２ 別紙様式１－１

口腔機能向上加算（Ⅰ）・（Ⅱ） （Ⅱ）のみ 個別 別紙様式６－４ ● 別紙様式１－１
（Ⅱ）イのみリハマネ

（ハ）を算定

科学的介護推進体制加算 ○ 全員

別紙様式１ ●

別紙様式３ ●

別紙様式４ ●

別紙様式５ ●

訪問リハ 口腔連携強化加算 - - 別紙様式６

予防通所リハ
予防訪問リハ

１２月超減算免除 ○ 個別 別紙様式２－２－１ ●，２－２－２ ● 別紙様式１－１
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入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションの加算を算定する上で必要な体制届け出用紙

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

様式NO． 算定加算 様式名 入所
短期
入所

通所
リハ

訪問
リハ

別紙１１ 口腔連携強化加算 口腔連携強化加算に関する届出書 ○ ○

別紙１２-２ 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算に係る届出書 ○ ○

別紙１４-２ サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算に関する届出書 ○

別紙１４-３ サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算に関する届出書 ○

別紙１４-４ サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算に関する届出書 ○ ○

別紙２０ 移行支援加算
訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係
る届出書

○

別紙２２
中重度者ケア体制加算

中重度者ケア体制加算に係る届出書 ○

別紙２２-２ 利用者の割合に関する計算書（中重度者ケア体制加算） ○

別紙２４ 移行支援加算
通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係
る届出書

○

別紙２８ 生産性向上推進体制加算 生産性向上推進体制加算に係る届出書 ○ ○

別紙２９

基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療
養支援機能加算

介護老人保健施設（基本型・在宅強化型）の基本施設サー
ビス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出
書（９月まで）

○ ○

別紙２９-２
介護老人保健施設（基本型・在宅強化型）の基本施設サー
ビス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出
書（１０月から）

○ ○

別紙３５ 高齢者施設等感染対策向上加算 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書 ○

別紙３８
栄養マネジメント体制・栄養マネジメント強化
加算

栄養マネジメント体制に関する届出書 ○

別紙４０ 認知症チームケア推進加算 認知症チームケア推進加算に係る届出書 ○

別紙４１ 褥瘡マネジメント加算 褥瘡マネジメント加算に関する届出書 ○
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● 届け出用紙の『様式NO．』は都道府県によって異なるため、都道府県のHPで必ず確認すること
● 求められる添付書類も都道府県によって異なる場合もある
● 協力医療機関に関する届出書は、別の通知にある（掲載場所：老企第４４号）



身体拘束廃止未実施減算 体制 経口移行加算 個別

安全管理体制未実施減算 体制 経口維持加算 個別

栄養管理基準減算 体制 口腔衛生管理加算 個別

夜勤職員配置加算 体制 療養食加算 個別

短期集中リハ加算 個別 かかりつけ医連携調整加算 個別

認知症短期集中リハ加算 個別 緊急時治療管理 個別

認知症ケア加算（76単位） 体制 所定疾患施設療養費 個別

若年性認知症受入加算 体制 認知症専門ケア加算
（Ⅰ：3単位 Ⅱ：4単位）

個別

在宅復帰在宅療養支援加算 体制 認知症チームケア推進加算 個別

外泊時費用 個別 リハビリマネジメント計画書情報加算 個別

外泊時在宅サービス利用費用 個別 褥瘡マネジメント加算
（体制でもⅠとⅡが利用者ごとに変わる）

体制

ターミナルケア加算 個別 排せつ支援加算
（体制でもⅠとⅡとⅢが利用者ごとに変わる）

体制

初期加算 個別 自立支援促進加算 体制

退所時栄養情報連携加算 個別 科学的介護推進体制加算
（体制でもⅠとⅡが利用者ごとに変わる）

体制

入所前後訪問指導加算 個別 安全対策体制加算 体制

試行的退所時指導加算 個別 高齢者施設等感染対策向上加算
（ⅠとⅡ併算定可能）

体制

退所時情報提供加算 個別 新興感染症等施設療養費 個別

入退所前連携加算 個別 生産性向上推進体制加算 体制

訪問看護指示加算 個別 サービス提供体制強化加算 体制

協力医療機関連携加算 体制 介護職員等処遇改善加算 体制

栄養マネジメント強化加算 体制

介護老人保健施設、加算別の算定方法

※加算名一部略称 155



（予防）通所リハビリテーション、加算別の算定方法

※加算名一部略称
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通所リハビリテーション 予防通所リハビリテーション

理学療法士等体制強化加算 個別 中山間地域等提供加算 個別

延長加算 個別 生活行為向上リハ加算 個別

リハ提供体制加算 個別 若年性認知症受入加算 個別

中山間地域等提供加算 個別 同一建物減算 個別

入浴介助加算 個別 １２月超減算 個別

リハマネジメント加算 個別 退院時共同指導加算 個別

短期集中個別リハ 個別 栄養アセスメント加算 体制

認知症短期集中リハ加算 個別 栄養改善加算 個別

生活行為向上リハ加算 個別 口腔栄養スクリーニング加算 個別

若年性認知症受入加算 個別 口腔機能向上加算 個別

栄養アセスメント加算 体制 一体的サービス提供加算 個別

栄養改善加算 個別 科学的介護推進体制加算 体制

口腔栄養スクリーニング加算 個別 サービス提供体制加算 体制

口腔機能向上加算 個別 介護職員等処遇改善加算 体制

重度療養管理加算 個別

中重度者ケア体制加算 体制

科学的介護推進体制加算 体制

同一建物減算 個別

送迎減算 個別

退院時共同指導加算 個別

移行支援加算 体制

サービス提供体制加算 体制

介護職員等処遇改善加算 体制



介護報酬関係やその他のご質問は、会員専用サイトから
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LIFEのご質問は、全老健LIFE相談窓口へ


